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〔法〕駐車場法施行令（抄） （昭和32年政令第340号)

平成31年�月�日現在施行の改正規定

改正 平成30年政令第354号（駐車場法施行令の一部を改正する政令）

( の部分） （平成30年12月27日から施行)

（自動車の出口及び入口に関する技術的基準）

第�条 (略)

� (略)

一 道路交通法第44条第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる道路の部分（同条第一号に

掲げる道路の部分にあつては、交差点の側端及びトンネルに限る。）

二 (略)

三 幅員が	m未満の道路

� 国土交通大臣は、前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、自動車の出口

又は入口を同項第一号に掲げる道路の部分（トンネルを除く。）又は同項第三号に掲げる道路

に設ける場合にあつては関係のある道路管理者及び都道府県公安委員会と協議し、その他の場

合にあつては関係のある道路管理者及び都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。

� (略)

駐車場法施行令（抄）〔平成31年 1 月 1 日現在施行の改正規定〕
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建築物の耐震改修の促進に関する法律に基

づく告示

〔告〕〔平成18年�月25日国土交通省告示第184号〕

建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方

針（抄）

平成31年�月�日現在施行の改正規定

改正 平成30年国土交通省告示第1381号による改正 (平成31年�月�日から施行)

( の部分）

建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成
年法律第123号）第�条第�項の規定に基づき、

建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針を次のように策定したので、同

条第�項の規定により告示する。

平成
年�月の阪神・淡路大震災では、地震により 6,434 人の尊い命が奪われた。このうち地

震による直接的な死者数は 5,502 人であり、さらにこの約�割の 4,831 人が住宅・建築物の倒壊

等によるものであった。この教訓を踏まえて、建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下「法」

という。）が制定された。

しかし近年、平成16年10月の新潟県中越地震、平成17年�月の福岡県西方沖地震、平成20年	

月の岩手・宮城県内陸地震、平成28年�月の熊本地震、平成30年�月の北海道胆振東部地震など

大地震が頻発しており、特に平成23年�月に発生した東日本大震災は、これまでの想定をはるか

に超える巨大な地震・津波により、一度の災害で戦後最大の人命が失われるなど、甚大な被害を

もたらした。また、東日本大震災においては、津波による沿岸部の建築物の被害が圧倒的であっ

たが、内陸市町村においても建築物に大きな被害が発生した。さらに、平成30年	月の大阪府北

部を震源とする地震においては塀に被害が発生した。このように、我が国において、大地震はい

つどこで発生してもおかしくない状況にあるとの認識が広がっている。また、南海トラフ地震、

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震及び首都直下地震については、発生の切迫性が指摘され、ひ

とたび地震が発生すると被害は甚大なものと想定されており、特に、南海トラフ巨大地震につい

ては、東日本大震災を上回る被害が想定されている。

建築物の耐震改修については、建築物の耐震化緊急対策方針（平成17年�月中央防災会議決定）

において、全国的に取り組むべき「社会全体の国家的な緊急課題」とされるとともに、南海トラ

フ地震防災対策推進基本計画（平成26年�月中央防災会議決定）において、10 年後に死者数を

概ね割、建築物の全壊棟数を概ね�割、被害想定から減少させるという目標の達成のため、重

点的に取り組むべきものとして位置づけられているところである。また、首都直下地震緊急対策

推進基本計画（平成27年�月閣議決定）においては、10 年後に死者数及び建築物の全壊棟数を

平18国交告184 〔平成31年�月�日現在施行の改正規定〕

2

試験会場持込み不可



被害想定から半減させるという目標の達成のため、あらゆる対策の大前提として強力に推進すべ

きものとして位置づけられているところである。特に切迫性の高い地震については発生までの時

間が限られていることから、効果的かつ効率的に建築物の耐震改修等を実施することが求められ

ている。

この告示は、このような認識の下に、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るため、基本

的な方針を定めるものである。

一 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する基本的な事項

�〜� (略）

� 地域における取組の推進

地方公共団体は、地域に根ざした専門家・事業者の育成、町内会や学校等を単位とした地

震防災対策への取組の推進、ＮＰＯとの連携や地域における取組に対する支援、地域ごとに

関係団体等からなる協議会の設置等を行うことが考えられる。国は、地方公共団体に対し、

必要な助言、情報提供等を行うこととする。

� (略）

二 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標の設定に関する事項

� (略）

� 建築物の耐震診断及び耐震改修の目標の設定

南海トラフ地震防災対策推進基本計画、首都直下地震緊急対策推進基本計画及び住生活基

本計画（平成28年�月閣議決定）における目標を踏まえ、住宅の耐震化率及び多数の者が利

用する建築物の耐震化率について、平成32年までに少なくとも 95%にすることを目標とす

るとともに、平成37年までに耐震性が不十分な住宅を、同年を目途に耐震性が不十分な耐震

診断義務付け対象建築物を、それぞれおおむね解消することを目標とする。耐震化率を 95

%とするためには、平成25年から平成32年までの間に、少なくとも住宅の耐震化は約 650

万戸（うち耐震改修は約 130万戸）とする必要があり、建替え促進を図るとともに、耐震改

修のペースを約�倍にすることが必要である。また、多数の者が利用する建築物の耐震化は

少なくとも約�万棟（うち耐震改修は約�万棟）とする必要があり、建替え促進を図るとと

もに、現在の耐震改修のペースを約�倍にすることが必要となる。

また、建築物の耐震化のためには、耐震診断の実施の促進を図ることが必要であり、平成

25年から平成32年までの間に、耐震化率の目標達成のために必要な耐震改修の戸数又は棟数

と同程度の耐震診断の実施が必要となると考えて、少なくとも住宅については約 130万戸、

多数の者が利用する建築物については約�万棟の耐震診断の実施を目標とすることとする。

特に、公共建築物については、各地方公共団体において、できる限り用途ごとに目標が設

定されるよう、国土交通省は、関係省庁と連携を図り、必要な助言、情報提供を行うことと

する。

三、四 (略）

五 都道府県耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項その他建築物の耐震診断及び耐震改

修の促進に関する重要事項

� 都道府県耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項

イ 都道府県耐震改修促進計画の基本的な考え方

平18国交告184〔平成31年�月�日現在施行の改正規定〕
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都道府県は、法第�条第�項の規定に基づく都道府県耐震改修促進計画（以下単に「都

道府県耐震改修促進計画」という。）を、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の

一部を改正する政令（平成30年政令第323号。以下「改正令」という。）の施行後できるだ

け速やかに改定すべきである。

都道府県耐震改修促進計画の改定に当たっては、道路部局、防災部局、衛生部局、観光

部局、商工部局、教育委員会等とも連携するとともに、都道府県内の市町村の耐震化の目

標や施策との整合を図るため、市町村と協議会を設置する等の取組を行いながら、市町村

の区域を超える広域的な見地からの調整を図る必要がある施策等を中心に見直すことが考

えられる。

また、都道府県耐震改修促進計画に基づく施策が効果的に実現できるよう、その改定に

当たっては、法に基づく指導・助言、指示等を行う所管行政庁と十分な調整を行うべきで

ある。

なお、都道府県は、耐震化の進捗状況や新たな施策の実施等にあわせて、適宜、都道府

県耐震改修促進計画の見直しを行うことが望ましい。

ロ 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標

都道府県耐震改修促進計画においては、二�の目標を踏まえ、各都道府県において想定

される地震の規模、被害の状況、建築物の耐震化の現状等を勘案し、可能な限り建築物の

用途ごとに目標を定めることが望ましい。なお、都道府県は、定めた目標について、一定

期間ごとに検証すべきである。

特に耐震診断義務付け対象建築物については、早急に耐震化を促進すべき建築物であ

る。このため、都道府県耐震改修促進計画に法第�条第�項第一号及び第二号に定める事

項を記載する場合においては早期に記載するとともに、二�の目標を踏まえ、耐震診断義

務付け対象建築物の耐震化の目標を設定すべきである。また、耐震診断結果の報告を踏ま

え、耐震化の状況を検証すべきである。

さらに、庁舎、病院、学校等の公共建築物については、関係部局と協力し、今後速やか

に耐震診断を行い、その結果の公表に取り組むとともに、具体的な耐震化の目標を設定す

べきである。加えて、重点化を図りながら着実な耐震化を推進するため、都道府県は、公

共建築物に係る整備プログラム等を作成することが望ましい。

ハ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策

都道府県耐震改修促進計画においては、都道府県、市町村、建築物の所有者等との役割

分担の考え方、実施する事業の方針等基本的な取組方針について定めるとともに、具体的

な支援策の概要、安心して耐震改修等を行うことができるようにするための環境整備、地

震時の総合的な安全対策に関する事業の概要等を定めることが望ましい。

法第�条第�項第一号の規定に基づき定めるべき公益上必要な建築物は、地震時におけ

る災害応急対策の拠点となる施設や避難所となる施設等であるが、例えば庁舎、病院、学

校の体育館等の公共建築物のほか、病院、ホテル・旅館、福祉施設等の民間建築物のうち、

災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第�条第十号に規定する地域防災計画や防災に

関する計画等において、大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが

公益上必要な建築物として定められたものについても、積極的に定めることが考えられ

平18国交告184 〔平成31年�月�日現在施行の改正規定〕
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る。なお、公益上必要な建築物を定めようとするときは、法第�条第�項の規定に基づき、

あらかじめ、当該建築物の所有者等の意見を勘案し、例えば特別積合せ貨物運送以外の一

般貨物自動車運送事業の用に供する施設である建築物等であって、大規模な地震が発生し

た場合に公益上必要な建築物として実際に利用される見込みがないものまで定めることが

ないよう留意すべきである。

法第�条第�項第二号又は第三号の規定に基づき定めるべき道路は、沿道の建築物の倒

壊によって緊急車両の通行や住民の避難の妨げになるおそれがある道路であるが、例えば

緊急輸送道路、避難路、通学路等避難場所と連絡する道路その他密集市街地内の道路等を

定めることが考えられる。特に緊急輸送道路のうち、市町村の区域を越えて、災害時の拠

点施設を連絡する道路であり、災害時における多数の者の円滑な避難、救急・消防活動の

実施、避難者への緊急物資の輸送等の観点から重要な道路については、沿道の建築物の耐

震化を図ることが必要な道路として定めるべきである。

このうち、現に相当数の建築物が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を

通過する道路、公園や学校等の重要な避難場所と連絡する道路その他の地域の防災上の観

点から重要な道路については、同項第二号の規定に基づき早期に通行障害建築物の耐震診

断を行わせ、耐震化を図ることが必要な道路として定めることが考えられる。

改正令の施行の際、現に同号の規定に基づき通行障害既存耐震不適格建築物（耐震不明

建築物であるものに限る。以下同じ。）に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項

が都道府県耐震改修促進計画に記載されている場合においては、必要に応じて、当該都道

府県耐震改修促進計画を速やかに改定し、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令

（平成
年政令第429号）第�条第二号に規定する組積造の塀に係る耐震診断の結果の報

告の期限に関する事項を別に記載すべきである。ただし、やむを得ない事情により当該都

道府県耐震改修促進計画を速やかに改定することが困難な場合においては、改正令の施行

の際現に法第�条第�項第二号の規定に基づき当該都道府県耐震改修促進計画に記載され

ている通行障害既存耐震不適格建築物に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項

は、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第�条第一号に規定する建築物に係るも

のであるとみなす。また、同条第二号に規定する組積造の塀については、規則第�条の�

の規定により、地域の実情に応じて、都道府県知事が耐震診断義務付け対象建築物となる

塀の長さ等を規則で定めることができることに留意すべきである。

さらに、同項第四号の規定に基づく特定優良賃貸住宅に関する事項は、法第28条の特例

の適用の考え方等について定めることが望ましい。

加えて、同項第五号の規定に基づく独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社

（以下「機構等」という。）による建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事項は、

機構等が耐震診断及び耐震改修を行う地域、建築物の種類等について定めることが考えら

れる。なお、独立行政法人都市再生機構による耐震診断及び耐震改修の業務及び地域は、

原則として都市再生に資するものに限定するとともに、地域における民間事業者による業

務を補完して行うよう留意する。

ニ 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及

都道府県耐震改修促進計画においては、個々の建築物の所在地を識別可能とする程度に
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詳細な地震防災マップの作成について盛り込むとともに、相談窓口の設置、パンフレット

の作成・配布、セミナー・講習会の開催、耐震診断及び耐震改修に係る情報提供等、啓発

及び知識の普及に係る事業について定めることが望ましい。特に、地震防災マップの作成

及び相談窓口の設置は、都道府県内の全ての市町村において措置されるよう努めるべきで

ある。

また、地域における地震時の危険箇所の点検等を通じて、住宅・建築物の耐震化のため

の啓発活動や危険なブロック塀の改修・撤去等の取組を行うことが効果的であり、必要に

応じ、市町村との役割分担のもと、町内会や学校等との連携策についても定めることが考

えられる。

ホ (略）

� 市町村耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項

イ 市町村耐震改修促進計画の基本的な考え方

平成17年�月に中央防災会議において決定された地震防災戦略において、東海地震及び

東南海・南海地震の被害を受けるおそれのある地方公共団体については地域目標を定める

ことが要請され、その他の地域においても減災目標を策定することが必要とされている。

こうしたことを踏まえ、法第	条第�項において、基礎自治体である市町村においても、

都道府県耐震改修促進計画に基づき、市町村耐震改修促進計画を定めるよう努めるものと

されたところであり、可能な限り全ての市町村において市町村耐震改修促進計画が策定さ

れることが望ましい。また、改正令の施行前に市町村耐震改修促進計画を策定している市

町村にあっては、当該市町村耐震改修促進計画を改正令の施行後できるだけ速やかに改定

すべきである。

市町村耐震改修促進計画の策定及び改定に当たっては、道路部局、防災部局、衛生部局、

観光部局、商工部局、教育委員会等とも連携するとともに、都道府県の耐震化の目標や施

策との整合を図るため、都道府県と協議会を設置する等の取組を行いながら、より地域固

有の状況に配慮して作成することが考えられる。

また、市町村耐震改修促進計画に基づく施策が効果的に実現できるよう、法に基づく指

導、助言、指示等を行う所管行政庁と十分な調整を行うべきである。

なお、市町村は、耐震化の進捗状況や新たな施策の実施等にあわせて、適宜、市町村耐

震改修促進計画の見直しを行うことが望ましい。

ロ 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標

市町村耐震改修促進計画においては、都道府県耐震改修促進計画の目標を踏まえ、各市

町村において想定される地震の規模、被害の状況、建築物の耐震化の現状等を勘案し、可

能な限り建築物の用途ごとに目標を定めることが望ましい。なお、市町村は、定めた目標

について、一定期間ごとに検証すべきである。

特に耐震診断義務付け対象建築物については、早急に耐震化を促進すべき建築物であ

る。このため、市町村耐震改修促進計画に法第	条第�項第一号に定める事項を記載する

場合においては早期に記載するとともに、二�の目標を踏まえ、耐震診断義務付け対象建

築物の耐震化の目標を設定すべきである。また、耐震診断の結果の報告を踏まえ、耐震化

の状況を検証すべきである。
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さらに、庁舎、病院、学校等の公共建築物については、関係部局と協力し、今後速やか

に耐震診断を行い、その結果の公表に取り組むとともに、具体的な耐震化の目標を設定す

べきである。加えて、重点化を図りながら着実な耐震化を推進するため、市町村は、公共

建築物に係る整備プログラム等を作成することが望ましい。

ハ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策

市町村耐震改修促進計画においては、都道府県、市町村、建築物の所有者等との役割分

担の考え方、実施する事業の方針等基本的な取組方針について定めるとともに、具体的な

支援策の概要、安心して耐震改修等を行うことができるようにするための環境整備、地震

時の総合的な安全対策に関する事業の概要等を定めることが望ましい。

法第	条第�項第一号又は第二号の規定に基づき定めるべき道路は、沿道の建築物の倒

壊によって緊急車両の通行や住民の避難の妨げになるおそれがある道路であるが、例えば

緊急輸送道路、避難路、通学路等避難場所と連絡する道路その他密集市街地内の道路等を

定めることが考えられる。特に緊急輸送道路のうち、市町村の区域内において、災害時の

拠点施設を連絡する道路であり、災害時における多数の者の円滑な避難、救急・消防活動

の実施、避難者への緊急物資の輸送等の観点から重要な道路については、沿道の建築物の

耐震化を図ることが必要な道路として定めるべきである。

このうち、現に相当数の建築物が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を

通過する道路、公園や学校等の重要な避難場所と連絡する道路その他の地域の防災上の観

点から重要な道路については、同項第一号の規定に基づき早期に沿道の建築物の耐震化を

図ることが必要な道路として定めることが考えられる。

改正令の施行の際、現に同号の規定に基づき通行障害既存耐震不適格建築物に係る耐震

診断の結果の報告の期限に関する事項が市町村耐震改修促進計画に記載されている場合に

おいては、必要に応じて、当該市町村耐震改修促進計画を速やかに改定し、建築物の耐震

改修の促進に関する法律施行令第�条第二号に規定する組積造の塀に係る耐震診断の結果

の報告の期限に関する事項を別に記載すべきである。ただし、やむを得ない事情により当

該市町村耐震改修促進計画を速やかに改定することが困難な場合においては、改正令の施

行の際現に法第	条第�項第一号の規定に基づき当該市町村耐震改修促進計画に記載され

ている通行障害既存耐震不適格建築物に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項

は、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第�条第一号に規定する建築物に係るも

のであるとみなす。また、同条第二号に規定する組積造の塀については、地域の実情に応

じて、市町村長が耐震診断義務付け対象建築物となる塀の長さ等を規則で定めることがで

きることに留意すべきである。

ニ 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及

市町村耐震改修促進計画においては、個々の建築物の所在地を識別可能とする程度に詳

細な地震防災マップの作成について盛り込むとともに、相談窓口の設置、パンフレットの

作成・配布、セミナー・講習会の開催、耐震診断及び耐震改修に係る情報提供等、啓発及

び知識の普及に係る事業について定めることが望ましい。特に、地震防災マップの作成及

び相談窓口の設置は、全ての市町村において措置されるよう努めるべきである。

また、地域における地震時の危険箇所の点検等を通じて、住宅・建築物の耐震化のため
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の啓発活動や危険なブロック塀の改修・撤去等の取組を行うことが効果的であり、必要に

応じ、町内会や学校等との連携策についても定めることが考えられる。

ホ (略）

� (略）

附 則 (略）

（別添）

建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項

第� 建築物の耐震診断の指針

建築物の耐震診断は、当該建築物の構造耐力上主要な部分（建築基準法施行令(昭和25年政令

第338号。以下「令」という。)第�条第三号に規定するものをいう。以下同じ。）及び建物（建築

物の耐震改修の促進に関する法律施行令第�条第二号に規定する建物をいう。以下同じ。）に附

属する組積造の塀の配置、形状、寸法、接合の緊結の度、腐食、腐朽又は摩損の度、材料強度等

に関する実地調査、当該建築物の敷地の状況に関する実地調査等の結果に基づき、次の各号によ

りそれぞれ地震に対する安全性を評価するものとする。この場合において、木造の建築物又は木

造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分（以下「木造の建築物等」という。）

にあっては、第一号の規定による評価の結果、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊す

る危険性が低いと判断され、かつ、当該木造の建築物等の敷地が第四号に掲げる基準に適合する

ことが確かめられた場合に、木造の構造部分を有しない建築物又は木造と鉄骨造その他の構造と

を併用する建築物（いずれも建物に附属する組積造の塀を除く。）の木造以外の構造部分（第二

号において「鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の建築物等」という。）

にあっては、第二号の規定による評価の結果、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊す

る危険性が低いと判断され、かつ、当該鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造

等の建築物等の敷地が第四号に掲げる基準に適合することが確かめられた場合に、建物に附属す

る組積造の塀にあっては、第三号の規定による評価の結果、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、

又は崩壊する危険性が低いと判断された場合に、当該建築物は地震に対して安全な構造であると

判断できるものとする。ただし、国土交通大臣がこの指針の一部又は全部と同等以上の効力を有

すると認める方法によって耐震診断を行う場合においては、当該方法によることができる。

一 木造の建築物等については、各階の張り間方向及びけた行方向の構造耐震指標を次のイか

らハまでに定めるところによりそれぞれ求め、別表第�により構造耐力上主要な部分の地震

に対する安全性を評価すること。ただし、この安全性を評価する際には、実地調査等により

建築物の部材等の劣化状況を適切に考慮するものとする。

イ〜ハ (略）

二 鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の建築物等については、各階の

構造耐震指標を次のイからハまでに、各階の保有水平耐力に係る指標をニに定めるところに

よりそれぞれ求め、これらの指標に応じ別表第	により構造耐力上主要な部分の地震に対す

る安全性を評価すること。ただし、この安全性を評価する際には、実地調査等により建築物

の部材等の劣化状況を適切に考慮するものとする。

イ〜ニ (略）
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三 建物に附属する組積造の塀については、その前面道路に面する部分が次に掲げる基準に適

合するかどうかを確かめ、別表第�により地震に対する安全性を評価すること。ただし、こ

の安全性を評価する際には、実地調査等により塀の部材等の劣化状況を適切に考慮するもの

とする。

イ 材料の腐食、腐朽等により、構造耐力上支障となる損傷、変形等が生じていないこと。

ロ 次に掲げる基準に適合すること。

⑴ 地震時に生じる力に対して、鉄筋等により壁の一体性が確保されていること。

⑵ 地震時に生じる力に対して、鉄筋等により壁と控壁等の一体性が確保されているこ

と。

⑶ 壁及び控壁等の重量による復元モーメントと縦筋等による降伏モーメントの和が、地

震時に生じる力により壁の基礎より上の部分において当該塀の面外方向に作用するモー

メントを上回ること。

ハ 壁、控壁等及び基礎部の重量による復元モーメントと基礎根入れ部の周辺地盤等による

抵抗モーメントの和が、地震時に生じる力により壁の面外方向に作用するモーメントを上

回ること。

四 建築物の敷地については、次に掲げる基準に適合するかどうかを確かめること。

イ〜ハ (略）

第� 建築物の耐震改修の指針

建築物の耐震改修は、耐震診断の結果に基づき、当該建築物及びその敷地が第�に定める地震

に対して安全な構造となるように、当該建築物の構造耐力上主要な部分、建物に附属する組積造

の塀及び当該建築物の敷地について、次に掲げる基準に適合する方法によって行うものとする。

一〜四 (略）

五 鉄筋コンクリート造等（組積造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造及び無筋

コンクリート造をいう。以下この号において同じ。）の建築物又は鉄筋コンクリート造等と

その他の構造とを併用する建築物（いずれも建物に附属する組積造の塀を除く。）の鉄筋コ

ンクリート造等の部分にあっては、第一号及び第二号に適合するほか、次の方法によること。

イ、ロ (略）

六 建物に附属する組積造の塀にあっては、第一号及び第二号に適合するほか、塀に作用する

地震の震動及び衝撃に耐えるように、一体性の確保及び転倒防止のための補強又は高さの低

減等を行うことその他安全上必要な措置を講ずること。

七 建築物の敷地にあっては、次の方法によること。

イ〜ハ (略）

八 前各号に定めるもののほか、建築物が地震に対して安全な構造となるように有効な措置を

講ずること。

別表第�〜別表第� (略)
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別表第�

別添第�第三号に掲げる基準への適合性 塀の地震に対する安全性

⑴
別添第�第三号に掲げる基準のいずれかに

適合しない場合

地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は

崩壊する危険性がある。

⑵
別添第�第三号に掲げる基準のいずれにも

適合する場合

地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は

崩壊する危険性が低い。

〔告〕〔平成25年10月29日国土交通省告示第1059号〕

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第22条第二号

（附則第�条において準用する場合を含む。）の規定に基づき

国土交通大臣が定める事項を定める件（抄）

平成31年�月�日現在施行の改正規定

改正 平成30年国土交通省告示第1381号による改正 (平成31年�月�日から施行)

( の部分）

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則（平成
年建設省令第28号）第22条第二号（同

規則附則第�条において準用する場合を含む。）の規定に基づき、国土交通大臣が定める事項を

次のように定める。

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則（以下「規則」という。）第22条第二号（附則

第�条において準用する場合を含む。）の規定に基づき、国土交通大臣が定める事項を次のよう

に定める。

規則第22条第二号の国土交通大臣が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一 次の表の左欄に掲げる耐震診断の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる耐震診断の結

果に関する事項

耐 震 診 断 の 区 分 耐震診断の結果に関する事項

平成18年国土交通省告示第184号（以下

「基本方針」という。）別添第�第一号

の規定により、同第�に規定する木造の

建築物等について行う耐震診断

基本方針別添第�第一号イに規定する IW及び

当該 IWに応じて基本方針別表第�の右欄に定

める構造耐力上主要な部分の地震に対する安全

性に関する事項

基本方針別添第�第二号の規定により、

同第�に規定する鉄骨造、鉄筋コンク

基本方針別添第�第二号イに規定する IS及び

ｑ並びに当該 IS及びｑに応じて基本方針別表
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リート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の

建築物等について行う耐震診断

第	の右欄に定める構造耐力上主要な部分の地

震に対する安全性に関する事項

基本方針別添第�第三号の規定により、

同第�に規定する建物に附属する組積造

の塀について行う耐震診断

基本方針別添第�第三号に掲げる基準への適合

性に関する事項及び基本方針別表第�の右欄に

定める塀の地震に対する安全性に関する事項

基本方針別添第�ただし書に規定する方

法によって行う耐震診断

耐震診断の方法の名称及び当該耐震診断による

構造耐力上主要な部分又は塀の地震に対する安

全性の評価結果に関する事項

二 (略）

附 則 (略）

〔告〕〔平成25年10月29日国土交通省告示第1060号〕

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第23条第�項及

び第�項の規定に基づき国土交通大臣が定める額を定める件

平成31年�月�日現在施行の改正規定

改正 平成30年国土交通省告示第1381号による改正 (平成31年�月�日から施行)

( の部分）

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則（平成
年建設省令第28号）第23条第�項及び

第�項の規定に基づき、国土交通大臣が定める額を次のように定める。

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第23条第�項及び第�項の国土交通大臣が定め

る額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額及び同条第�項の国

土交通大臣が定める額にあっては都道府県知事が、同条第�項の国土交通大臣が定める額にあっ

ては市町村長が特別の事情があると認める耐震診断の実施に要する費用の額を合算した額とす

る。

一 建築物（建物(建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成
年政令第429号)第�条

第二号に規定する建物をいう。以下同じ。)に附属する組積造の塀を除く。以下同じ。）及び

建物に附属する組積造の塀について耐震診断を行った場合 建築物の延べ面積に応じてそれ

ぞれ次の表�に定める額及び塀の長さに応じてそれぞれ次の表�に定める額を合算した額

二 建築物についてのみ耐震診断を行った場合 建築物の延べ面積に応じてそれぞれ次の表�

に定める額

三 建物に附属する組積造の塀についてのみ耐震診断を行った場合 塀の長さに応じてそれぞ
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れ次の表�に定める額

�

建築物の延べ面積 額（単位 円）

1,000m2 未満 3,500A

1,000m2 以上 2,500,000＋1,000A

この表において、Aは、建築物の延べ面積（単位 m2）を表すものとする。

�

塀 の 長 さ 額（単位 円）

10m未満 5,000 L

10m以上 48,000＋200 L

この表において、Lは、塀の長さ（単位 m）を表すものとする。

附 則 (略）
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